
第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計画進捗状況【令和3年度】

基本的方向 担当

地域包括

支援室

地域包括

支援室

介護保険

係

面積・市の特性・保険

料基準が似た市と比較

し地域分析を行う必要

がある。

ガイドラインが活用され

ているか、現状に応じ

たガイドラインであるか

等の検証が必要。

・地域分析・検討シート（案）に

対する意見聴取（介護保険運営協

議会2/7）

・集団指導(3/末予定）

課題実施結果（Ｒ4.3月末時点）

・地域分析・検討シート（案）に

対する意見聴取（介護保険運営協

議会2月7日）

・集団指導3月28日実施

目標

・甲賀市の特徴や給付実績等を把

握・分析し、結果を公表すること

により、自立支援、重度化防止に

資する取り組みやケアマネジメン

トを推進する。

・仕事と介護の両立に向け、情報

の提供を行う。

・介護休暇等の制度を周知する。 ・甲賀市の介護･福祉サービスガイ

ドに掲載

・甲賀市の介護･福祉サービスガイ

ドに掲載。市施設窓口、ワクチン

接種会場等で配布。

令和4年4月より委託開

始に向けて信楽地域包

括支援センターの業務

委託を進めることがで

きた。

介護支援専門員からの

相談などに個別相談で対

応した部分も多く地域

ケア会議の開催回数、

件数が少なかったため

委託先である信楽地域

包括支援センターがス

ムーズに業務を遂行で

きるよう相談・連携体

制を確実に進める必要

がある。また、既存マ

ニュアルを今後の委託先

にも活用できるものか

の検証が必要

個別相談や対応を通じ

小地域ケア会議の活用

を進める必要がある。

仕事と介護の両立のた

めの制度を掲載し、配

布できた。

配布方法が設置のみで

あったので、今後は出

前講座や事業所に配布

し情報提供を行う必要

がある。

・「見える化」システムにより虚

弱から要支援２までの者（以下軽

度者）の訪問リハビリの利用が全

国や県に比して大きいことから、

軽度者の自立支援をリハビリの視

点から検討し、自立の促進、サー

ビスの適正利用につなげる。今年

度は、ケアマネが自立支援に関す

る理解を深めることを目指す。

・県の地域マネジメント力向上支

援事業を利用。ケアマネに対し自

立支援と地域リハビリテーション

について研修を行い理解を深めて

もらう。

・地域のリハ職に自立支援の考え

方の浸透が十分でないため、リハ

職に対して自立支援について周知

することに変更。2月9日リハ職に

対して研修を実施予定。1月26日主

任ケアマネ学習会(参加者30人)

で、「自立支援とリハビリテー

ションについて」学習会を開催

・1月26日主任ケアマネ学習会(参

加者30人)で、「自立支援とリハビ

リテーションについて」学習会を

開催

・2月9日地域のリハ職研修会実施

「自立支援を促すためのリハ職の

役割について」参加者39名（リハ

職23名）

介護保険運営協議会で

意見聴取ができた。

自立支援・重度化防止

に向けたケアマネジメン

トのガイドラインを集団

指導で周知できた。

施策 重点 内容 実施結果（Ｒ3.12月末時点） 評価

②総合相談支援事業★

③地域ケア会議等の活

用★

④働く家族を含めた相

談体制の充実・情報提

供★

・地域包括ケア「見える化」シス

テム等を活用し地域分析を実施。

・地域分析結果やケアマネジメン

トに関する基本方針をケアマネ

ジャー等に周知する。

（２）地域包

括支援セン

ターの機能強

化

介護保険

係（１）自立支

援、介護予

防・重度化防

止の推進

①自立支援・重度化防

止に資する施策の推進★

②ケアマネジメントの質

の確保★

１．高齢者

を支える地

域包括ケア

システム

「健康・い

きいき・安

心づくりシ

ステム」の

実現

主任介護支援専門員と

地域リハビリテーション

の担い手である地域リ

ハ職を対象に研修会を

実施、特に軽度者の自

立に向けた支援の必要

性と具体的な支援目標

や取り組みについて共

有することができた。

介護支援専門員全員へ

の周知が必要

自立支援型小地域ケア

会議の活用を進める必

要がある。

・専門職の確保のために、包括支

援センターの委託を進める。委託

に伴い、業務の標準化をすすめる

ためのマニュアルの整備を行う。

・令和4年4月1日より1圏域の地域

包括支援センターの委託すすめ

る。

・包括支援センター業務マニュア

ルの作成。自立支援型地域ケア会

議活用のメリットを包括・ケアマ

ネに研修会を通じて啓発し、自立

支援型地域ケア会議の活用促進す

る。

・地域包括支援センターの委託に

ついて、現在2月25日のプロポーザ

ル方式による事業所選定の後、事

業者決定及び契約を進める予定

・地域包括支援センター委託に伴

うマニュアルの作成を実施

・1月26日甲賀市居宅介護支援事業

所主任介護支援専門員学習会を開

催し、自立支援型地域ケア会議の

活用を啓発

自立支援型地域ケア会議　実施件

数6件

・信楽地域包括支援センターの委

託契約を甲賀市社会福祉協議会と

締結、令和4年4月より委託開始予

定

・地域包括支援センター業務マ

ニュアルの見直しを実施した。

・1月26日甲賀市居宅介護支援事業

所主任介護支援専門員学習会を開

催し、自立支援型地域ケア会議の

活用を啓発

自立支援型地域ケア会議　実施件

数6件



第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計画進捗状況【令和3年度】

基本的方向 担当 課題実施結果（Ｒ4.3月末時点）目標施策 重点 内容 実施結果（Ｒ3.12月末時点） 評価

地域包括

支援室

高齢者支

援係

①関係者への啓発を中

心に実施したため、広

く市民へ啓発するに至ら

なかった。

②在宅介護アドバイス

事業を実施するコーディ

ネーター養成の研修プロ

グラムは、甲賀市オリジ

ナルで、評価対象のモデ

ルがないので、評価の

指標を定めたが、多職

種連携につながらず、

知識の習得にとどまっ

た。

①在宅介護アドバイス

事業は、介護指導だけ

ではなく、コロナ禍の

入退院指導にも役立っ

た。関係者や市民への

周知がさらに必要であ

る。

②在宅介護アドバイス

事業を実施するコーディ

ネーターを養成するため

の研修プログラムは例が

なく、見直しが必要。

養成後の派遣のために

実地研修が必要であ

る。また、多職種とつ

ながって業務を進めるた

めの学びを事例を通して

振り返る必要がある。

新型コロナウイルス感染

症により地域の集いの

場の開催が縮小され、

認知症リスクのある高

齢者の早期把握・早期

対応が限定的となった

ことが影響し、デイケア

参加人数の増加にはつ

ながらなかった。

その他は目標値に近い

活動実績となった。

地域の集いの場の再開

支援を行うとともに、

認知症リスクのある高

齢者の早期把握・早期

対応に努めていく。

認知症に関する啓発の継

続と、高齢者自身が認

知機能の低下に気づい

て相談等の早期対応に

繋がる仕組みづくりが

必要である。

・地域での生活を継続するための

支援や介護をしている家族への支

援を行う。

・介護用品購入費用の一部助成、

介護家族に対する慰労金の支給、

徘徊高齢者にかかる見守りに関す

る事業を実施する。

・介護用品購入費助成事業＊

・介護激励金支給事業＊

・介護家族支援短期入所事業

・徘徊高齢者家族支援サービス事

業＊

・徘徊高齢者事前登録及び徘徊高

齢者みまもり事業＊

・介護用品購入費助成事業＊

・介護激励金支給事業＊

・介護家族支援短期入所事業

・徘徊高齢者家族支援サービス事

業＊

・徘徊高齢者事前登録及び徘徊高

齢者みまもり事業＊

介護が必要な高齢者及

びその家族に対して各種

事業を実施することで、

できる限り住み慣れた

地域で生活を続けられ

るよう支援した。

真に支援を必要としてい

る方を助成対象とでき

るよう、助成要件等を

適宜見直しを行うとと

もに、ニーズに合った

事業となるよう検討す

る。

・認知症理解を推進すすための啓

発活動をすすめる。

・認知症初期集中チームの活用の

推進

・認知症前段階の人が認知症に移

行することを予防する。

【目標値】

認知症デイケア参加人数15人

認知症カフェの新規設置1か所

サポーター要請R3年度300人

登録認知症サポーター令和3年度10

人

・認知症サポーター養成講座の実

施

・登録認知症サポーター活躍機会

の拡大

・認知症初期集中支援チームは関

係機関と連携し対象者宅の訪問や

チーム員会議で支援を検討する。

・認知症デイケアの実施

①地域住民への普及啓発、情報提

供の媒体・情報共有ツールの作成

個別指導（在宅介護アドバイス事

業実施、「在宅抱え上げない介

護」を含む介護情報説明書を作成

し介護者や関係者に配布）、集団

指導「抱え上げない介護」を含む

介護技術の紹介

②在宅介護コーディネーターの養

成

　医療・介護専門職が、同職種・

多職種連携を深め、介護者が介護

しやすい環境を作る。

　在宅介護者等が、介護職の役割

や機能を理解し、介護の知識や技

術を得ることができる。

①チラシを作製し配布、医師やケ

アマネに啓発

個別指導（在宅介護アドバイス事

業実施、28件）

「在宅抱え上げない介護」を含む

介護情報説明書 未作成、介護技術

の紹介、介護アドバイス事業紹介

をあいコムこうか番組で啓発

②在宅介護コーディネーターの養

成研修会の開催　４回

①チラシを作製し配布、医師やケ

アマネに啓発

・個別指導

　在宅介護アドバイス事業

  　相談　41件　訪問のべ34件

「在宅抱え上げない介護」を含む

介護技術の紹介、介護アドバイス

事業紹介をあいコムこうか番組で

啓発・YouTubeに掲載

②在宅介護コーディネーターの養

成研修会の開催　5日間　13項目を

実施

在宅介護コーディネーター養成研

修修了者　12名

②認知症の予防、早期

診断・早期対応★

③地域での日常生活・

家族支援の強化★

（３）在宅医

療・介護連携

（４）認知症

施策の推進

③切れ目のない在宅医

療と在宅介護の提供体

制の構築推進★

地域包括

支援室

１．高齢者

を支える地

域包括ケア

システム

「健康・い

きいき・安

心づくりシ

ステム」の

実現

・あいコムこうかにて認知症予防

番組を放送

・デイケア参加実数　12人

・コロナ禍で、認知症カフェ新規

設置０件　既存の会場も一部実施

見合わせ。

・サポーター数　248人

・登録サポーター　8人

・認知症初期集中支援チーム実績

　会議　7回　訪問　1回

・保険会社との連携協定

・あいコムこうかにて認知症予防

番組を放送（全6回）

・デイケア参加実数　12人

・コロナ禍で、認知症カフェ新規

設置０か所　既存の会場（2か所）

も一部実施見合わせあり

・サポーター数　367人

・登録サポーター　9人

・認知症初期集中支援チーム実績

　会議　7回　訪問　1回

・保険会社との連携協定



第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計画進捗状況【令和3年度】

基本的方向 担当 課題実施結果（Ｒ4.3月末時点）目標施策 重点 内容 実施結果（Ｒ3.12月末時点） 評価

高齢者支

援係

地域包括

支援室

介護保険

係

高齢者支

援係

・関係機関が連携し、虐待防止の

ための支援を行う。

・老人福祉法に基づく措置

・成年後見制度利用支援事業

・老人福祉法に基づく措置

・成年後見制度利用支援事業

高齢者が、権利が保障

された生活が送れるよ

う関係機関と連携して支

援を行った。

申し立てが必要なケー

スが増加しており、速や

かな利用につなげるよう

優先度を決めて進捗管

理を行う必要がある。

・高齢者虐待通報、判断から終結

までの流れを確実に進めていく

・職員向け研修会の実施により対

応スキルの向上を図る

・高齢者虐待個別ケース検討会開

催

　定例会議　18回（50件）

　臨時会議　6回（6件）

・11月26日「高齢者虐待担当者研

修会」の実施　参加者35人

・高齢者虐待個別ケース検討会開

催

　定例会議　33回（74件）

　臨時会議　9回（15件）

・11月26日「高齢者虐待担当者研

修会」の実施　参加者35人

全体で42件の通報があ

り、すべてのケースで事

実確認調査をしている

（年度末の通報は令和4

年度に実施）。事実確

認調査で虐待が疑われ

るケースは、コアメン

バー会議で虐待の判断

と緊急性の判断をし

た。また、年度末の振

り返り会議でケースの

進捗管理をしている。

高齢者人口は増加してい

るが、全体の通報件数

が昨年度と比べ減少して

いる。関係機関に対して

啓発が必要である。

・生活支援ハウス事業＊

・民間支援ハウス事業＊

・高齢者等自立支援短期入所事業

＊

本人の状態や利用目的

により、適切な入所先

の選択肢を確保でき

た。

急な利用希望に対する調

整が難しい。

・高齢者が在宅で生活するための

支援を行う。

・環境面、身体面で在宅での生活

が不安な高齢者の一時的な居住の

場を提供する。

・生活支援ハウス事業＊

・民間支援ハウス事業＊

・高齢者等自立支援短期入所事業

＊

特別養護老人ホーム、認

知症対応型共同生活介

護のみ調査を実施。住

宅型有料老人ホーム、

サービス付き高齢者向

け住への調査は実施で

きなかった。

第9期計画の策定作業と

合わせ実施時期につい

ても検討する必要があ

る。

・高齢者の権利が保障された生活

が送れるよう必要な支援を行う。（５）権利擁

護の推進

（６）高齢者

のための多様

な住まいの確

保

①高齢者虐待防止の推

進★

１．高齢者

を支える地

域包括ケア

システム

「健康・い

きいき・安

心づくりシ

ステム」の

実現
・市内の住宅型有料老人ホーム、

サービス付き高齢者向け住宅等の

入居実態を把握し、施設整備計画

に活用する。

・入居者数、介護度、待機者数等

の調査を実施する。

・高齢者虐待防止にかかる体制整

備の検討、取り組みの実施



第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計画進捗状況【令和3年度】

基本的方向 担当 課題実施結果（Ｒ4.3月末時点）目標施策 重点 内容 実施結果（Ｒ3.12月末時点） 評価

高齢者支

援係

介護保険

係

利用人数が伸びない所

は必要性の見極めや場

所、曜日、時間の調整

が必要。

・地域に不足する生活支援サービ

スの創設やマッチングを行う。

・他市町の好事例等の情報共有

・生活支援コーディネーターとの

情報共有

・WEB研修等の視聴、意見交換 ・WEB研修等の視聴、意見交換 ・WEB研修等の受講に

より他市町の取り組み

を共有する機会がもて

た。

・地域の資源を可視化

し、関係者で情報共有

できるようにしたい。

・移動販売実施　市内86箇所　延

べ利用人数12,253人（3月末時点）

・介護サービス担い手研修の開催

（2/9,10実施）

・通所送迎の委託システムの検討

に向けた調査を実施

実施地域では区長、民

生委員児童委員、社協

と協力して周知を行い、

定着してきている。

・高齢者の買い物を支援するとと

もに、閉じこもりの防止や地域活

動の推進を図る。

・移動販売モデル事業の実施 ・移動販売実施　市内86箇所　延

べ利用人数9,235人（12月末時点）

・多様なサービスや生活支援サー

ビスの推進に向け、担い手の確保

を行う。

・住民や民間等多様な主体による

多様なサービスの検討を行う。

・介護サービス担い手

研修は17名が修了され

た。

・通所送迎の空き時間

を活用し、住民主体の

サービス提供場所への

送迎ができないか検討

するための調査を実施し

たが、通所送迎の外部

委託を希望する事業所が

少なかったため活用に

つながらないと判断し

た。

介護保険

係

２．総合

的・効果的

な生活支

援・介護予

防サービス

の基盤整備
②地域に不足する生活支

援サービスの開発★

③担い手（ボランティア

等）の育成★

⑤複合的な生活課題の

解決に向けた体制の整

備★

・介護サービス担い手

研修修了者と介護事業

所との交流の機会を作

り、就労につなげる支援

を行う必要がある。

・住民主体の外出支援

は、運転手の確保や事

故の際の補償などの課題

が多く、住民主体で行

うにはハードルが高

い。地域住民と介護事

業所や社会福祉法人と

の協働をすすめていく

必要がある。

（１)介護予

防・生活支援

サービス事業

の充実

（２）生活支

援サービスの

体制整備

・介護サービス担い手研修を実施

し、担い手の確保を行う。

・事業者の負担軽減及び利用者の

外出支援を目的とした送迎委託事

業の検討

・介護サービス担い手研修の開催

（2/9,10実施）

・通所送迎の委託システムの検討

に向けた調査を実施



第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計画進捗状況【令和3年度】

基本的方向 担当 課題実施結果（Ｒ4.3月末時点）目標施策 重点 内容 実施結果（Ｒ3.12月末時点） 評価

介護保険

係

介護保険

係

・サービスガイド　4,000部作成

市施設窓口、ワクチン接種会場等

で配布

・実地指導の実施

　居宅介護支援事業所　２箇所実

施済み

　地域密着型事業所　年度内実施

予定　2箇所

・ＢＣＰ計画策定支援　随時

・高齢者にもわかりやすく介護・

福祉等の情報提供を行う。

・市指定の介護サービス事業者に

対し、適切な指導、助言を行う。

・サービスガイド　4,000部作成

市施設窓口、ワクチン接種会場等

で配布

・実地指導の実施

　居宅介護支援事業所　3箇所実施

　地域密着型事業所　0箇所

・ＢＣＰ計画策定支援　情報提供

随時

周知によって国平均との

差異が減少した項目が

あるが、変化のない項

目もある。

ヒアリングシートを用い

て疑義のあるプランは

点検しているが、継続支

援は実施できていな

い。

認定調査の適正化にあ

たり、国平均から外れて

いる項目については現

状把握を行い、調査時

の留意事項として周知が

必要。

ヒアリングシート送付時

のみの点検ではなく、

必要時継続的に支援が

できる仕組みが必要。

新たに介護補助具等購

入補助や求人活動支援

補助などを行った。介護

人材確保・定着促進協

議会においても新たに

介護職応援の店制度を

創設に向けて進めるこ

とができた。

介護人材の確保・定着

のための補助等効果的

な事業の検討が必要。

令和４年度は家賃補助

を創設。各種補助を周

知する必要がある。

外国人介護人材受け入

れセミナーは4月13日実

施。

・介護サービスの安定した提供を

行うため、介護人材の確保・定着

に向けた取組を実施する。

・外国人介護人材の受け入れセミ

ナーの実施

・介護職応援の店制度の検討・準

備

・介護職PRのための誌面掲載

・補助金による支援（求人活動支

援補助、初任者・実務者研修補

助、介護補助具等購入補助等の実

施）

・外国人介護人材受け入れセミ

ナー（年度内実施予定）

・介護職応援の店制度　協議会に

て検討中

・介護職PR誌面準備中（中学生向

け教材「お仕事ブック」に掲載）

・初任者研修補助2名

・実務者研修補助4名

・介護補助具等購入補助6件

・求人活動支援補助20件

・介護人材確保・定着促進協議会

　介護職応援の店制度創設準備

　中学生向け教材「お仕事ブッ

　ク」への掲載　等

・介護支援専門員を支援し、給付

の適正化やケアマネジメント力の

向上を図る。

・介護給付等の適正化に向けた取

り組みの実施

　　要認定認定の適正化

　　ケアプラン点検

　　介護給付費通知　等

・要認定認定の適正化（書面等に

より、国平均との差異などを周

知）

・ケアプラン点検（疑義のあるプ

ランについてヒアリングシートを

送付（2,651件　669人分）し、回

答を精査。実地によるケアプラン

の点検（２箇所　9件））

・介護給付費通知の送付（R3年1月

～6月分　3,703通 10/16送付済

み）

・要認定認定の適正化（書面等に

より、国平均との差異などを周

知）

・ケアプラン点検（疑義のあるプ

ランについてヒアリングシートを

送付（2,651件　669人分）し、回

答を精査。実地によるケアプラン

の点検（２箇所　9件））

・介護給付費通知の送付

　R3年1月～6月分　3,703通

　　10/16送付

　R3年7月～12月分　3,839通

　　3/15送付

介護保険

係

３．在宅

サービス・

施設サービ

スの充実

（２）介護保

険事業の円滑

な運営

②介護支援専門員への

支援★

⑤福祉・介護人材の確

保及び育成

サービスガイドにより情

報提供ができた。

地域密着型事業所に対

し実施できなかった。

配布方法が設置のみで

あったので、今後は出

前講座や事業所に配布

し情報提供を行う必要

がある。

BCP計画の策定には福

祉避難所の役割も関係

するが、改正中のため事

業所に提供できる情報

が少なかった。

（１）利用者

本位のサービ

ス提供の推進

･甲賀市の介護･福祉サービスガイ

ドの作成を行う。

・実地指導を実施する。

・ＢＣＰ計画策定の支援を行う



第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計画進捗状況【令和3年度】

基本的方向 担当 課題実施結果（Ｒ4.3月末時点）目標施策 重点 内容 実施結果（Ｒ3.12月末時点） 評価

地域の集いの場の再開

支援を行うとともに、

フレイルリスクのある高

齢者の早期把握・早期

対応に努めていく。

自立支援型地域ケア会

議の開催回数が減少して

いるため、改善可能性

の高い軽度者に対し会

議を活用していく。

短期的な指標は実施で

きているので、今後、

短期的な事業展開とと

もに長期的な指標の分

析が必要である。

また、新型コロナウイル

ス感染症を予防しなが

らの事業展開が必要で

ある。

・新規開設団体４か所あり。（水

口、土山、信楽地域）

・高齢者介護予防事業補助金活用

団体　121団体

・100歳体操開催状況の把握を実施

したところ、約7割が活動を再開ま

たは継続実施していた。

調査結果と100歳体操を実施するた

めの工夫や取組を紹介するチラシ

を作製した。

地域リハビリテーション実施回数

91回

保健と介護の一体的実施会議、医

療会議（歯科医師含む）実施。

県後期高齢者医療広域連合、国保

連合会、県関係課との連携会議も

実施。

甲賀市の状況および課題を抽出

し、それに沿って地域事業実施担

当者への説明実施。

ﾎﾟﾋﾟｭﾚｰｼｮﾝｱﾌﾟﾛｰﾁは、22回、延べ

385人参加。

ﾊｲﾘｽｸｱﾌﾟﾛｰﾁは、16人の相談実施。

高齢者の健康づくりや介護予防の

事業と連携し、高齢者の特徴を踏

まえた介護や医療、保健などの活

動を横断的に実施することで、フ

レイル予防、健康づくりが健康寿

命の延伸につながる仕組みづくり

を実施する。

行政内関係各課、医師会、歯科医

師会、薬剤師会、関係機関、関係

団体等との連携などを実施しなが

ら事業を実施。

ﾎﾟﾋﾟｭﾚｰｼｮﾝｱﾌﾟﾛｰﾁ（各生活圏域2団

体に対し、2回シリーズで歯科衛生

士および保健師が生活習慣病、口

腔機能低下予防の健康教育、健康

相談などを行う。）、ﾊｲﾘｽｸｱﾌﾟﾛｰﾁ

（保健師が健診後のﾊｲﾘｽｸ者で未受

診者への受診勧奨および健康相談

指導を実施。）

新規開設を希望する団体

に対し、地域包括支援

センターが立上支援を

実施することができた。

高齢者介護予防補助金

について、コロナ禍の

状況を踏まえ、パンフ

レットの配布や開催方

法の工夫を伝え申請団

体122団体中121団体で

活動が実施できた。

コロナ禍で100歳体操支

援や自立支援型地域ケ

ア会議の活動が少ない

状況であったが、住宅

改修や福祉用具選定の

ニーズは継続した。

行政関係課内での連携

や医師会、歯科医師

会、薬剤師会、各関係

機関等との連携のもと

実施できた。

ポピュレーションアプ

ローチでは、口腔機能

低下予防、歯周疾患予

防など、今まで未実施

だった分野の内容であ

り、住民から好評を得

ている。また、2回シ

リーズにすることで意識

の定着が図れ行動変化

もみられている。ハイリ

スクアプローチでは対象

者の状況把握ができて

いる。

地域包括

支援室

（２）生活習

慣病の発症予

防と重度化防

止

・100歳体操の継続実施できるよう

支援する

・100歳体操実施団体　令和3年目

標120団体

・介護予防ミニサークル・地区サ

ロン令和3年目標120団体、1500人

・地域リハビリテーション活動実

施回数250回

（３）介護予

防の推進

③地域介護予防活動支

援事業★

⑤地域リハビリテーショ

ン活動支援事業★

・100歳体操の継続支援と新規立ち

上げの支援

・高齢者介護予防事業費補助事業

の実施

・100歳体操実施状況の現状把握

・地域の９医療機関と提携し地域

リハビリテーション活動支援事業

を実施する

・県の地域マネジメント力向上事

業利用基本的方向１．施策(１)参照

・新規開設団体はなし（12月末時

点）

・高齢者介護予防事業補助金申請

団体　122団体

・100歳体操開催状況の把握を実施

したところ、約7割が活動を再開ま

たは継続実施していた。

調査では、再開にあたり「保健師

やリハ職による指導」よりも「地

域の理解」を望む団体が４１％と

多かった。

地域リハビリテーション実施回数

72回

保健と介護の一体的実施会議、医

療会議（歯科医師含む）実施。

県後期高齢者医療広域連合、国保

連合会、県関係課との連携会議も

実施。

甲賀市の状況および課題を抽出

し、それに沿って地域事業実施担

当者への説明実施。

ﾎﾟﾋﾟｭﾚｰｼｮﾝｱﾌﾟﾛｰﾁは、18回のべ301

人参加。その後は、新型コロナウ

イルス感染症感染拡大のため中止

および延期状態。

ﾊｲﾘｽｸｱﾌﾟﾛｰﾁは、１１人の相談実

施。

地域包括

支援室

地域包括

支援室

４．生涯を

通じた健康

づくりの推

進

（１）健康づ

くりを支える

環境整備

③保健事業と介護予防

の一体的事業★
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介護保険

係

高齢者支

援係

＊印の実績は省略します。 ＊印の事業の実績は別紙

・地域で安心して生活ができるよ

う体制を整える。

・高齢者のみの在宅生活が安心し

て送れるよう、緊急時の連絡手段

の確保を行う。

・緊急通報システム事業＊

・安否確認ダイヤル助成事業＊

・緊急通報システム事業＊

・安否確認ダイヤル助成事業＊

地域で安心して生活がで

きるよう、緊急時の連

絡手段を確保した。

さらに使いやすい事業

になるよう検討を行

う。

コロナ禍の中、感染対

策を行いながら工夫して

活動された。

老人クラブ会員の減

少、連合会離れが進んで

いる。

老人クラブ活動が活発

に行われるよう、必要

な支援の在り方を検討

する。

・地域活動の担い手として継続的

に参加できるよう各種団体と連携

する。

・老人クラブの事業実施や体制継

続のための補助金交付

・生きがいづくり、学習の場とな

る事業の支援

・介護事業所、県、地域事務局、

市との連携は随時

・感染症予防対策支援金　支給済

み（12月～1月）

・衛生用品の配布（2月～3月予

定）

・介護事業所、県、地域事務局、

市との連携は随時

・感染症予防対策支援金　44者支

給済み（12月～1月）

・衛生用品の配布

クラスター発生時にも

必要な物品の支給や応

援体制の必要性など連

携体制が取れた。

支援金の交付、衛生用

品の配布により事業所

の支援を行った。

感染症発生時の初期段

階での情報共有が難し

い。さらに連携できる

体制が必要。

６．安全・

安心な暮ら

しができる

まちづくり

の推進

５．生涯現

役の地域づ

くりの推進

（１）福祉の

まちづくりの

推進

（２）安全な

生活の支援

①災害時における避難

行動支援★

⑨感染症対策に係る体

制整備★

・高齢者の社会参加を促進し、経

済的な安定や心身の健康保持のた

めの就労を支援する。

・地域の高齢者の交流や生きがい

づくりの場として、魅力ある活動

ができるよう支援する。

・長年の知識や経験を生かした就

労や活動が、地域社会で役立てて

いただけるよう支援する。

・地域の老人クラブ活動による地

域貢献や生きがいづくりを促進す

るとともに、市域での交流により

地域を超えた仲間づくりや新たな

活動の創出を支援する。

・地域活動の担い手として継続的

に参加できるよう各種団体と連携

する。

・老人クラブの事業実施や体制継

続のための補助金交付

・生きがいづくり、学習の場とな

る事業の支援

（１）高齢者

の就労支援

（２）生きが

い活動への支

援

（３）ゆうゆ

う甲賀クラブ

（老人クラ

ブ）活動の推

進

⑤ボランティア活動の推

進★

高齢者支

援係

・感染症発生時においても介護

サービスの提供が継続されるよう

支援を行う。

・施設等でのクラスター発生時に

他事業所からの応援体制が可能と

なるよう連携を行う。

・感染症予防対策支援金の交付、

衛生用品等の配布を行う。


